
１． 指名停止措置業者名　： 株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ
     代表者及び住所 東京都千代田区富士見２－１３－３

代表取締役　夏野　剛

２．指名停止措置期間　： 令和4年10月28日から令和5年1月27日まで（３ヵ月）

３．指名停止措置の範囲　： 近畿地方整備局管内

４．事実概要　：

５．指名停止措置理由　：

 

○問い合わせ先

国土交通省近畿地方整備局

総務部契約課　   　ＴＥＬ : ０６－６９４２－１１４１

契約課長　　　　山腰　祐司 （内線　２５１１）

建設専門官　　 濱口　哲至 （内線　２５１２）

指名停止措置の概要

　株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ の代表役員等（取締役会長）及び一般役員等
（元専務執行役員）は、令和元年９月～令和３年１月にかけて、令和３年
東京オリンピック・パラリンピック競技大会におけるスポンサー選定などで
有利な取り計らいを受けるために、当時の大会組織委員会理事らに組織
委員会側に対する働きかけを依頼し、その謝礼として約６，９００万円を渡
したとして、元専務執行役員が令和４年９月６日、取締役会長が１４日に
贈賄容疑で東京地方検察庁特別捜査部に逮捕された。

（贈賄）
４　次のイ又はロに掲げる者が当該地方整備局の所管する区域外の他
の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕
を経ないで公訴を提起されたとき。
イ 代表役員等
ロ 一般役員等

＜工事請負契約に係る指名停止等の措置要領　別表第２＞

　株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡの代表役員等（取締役会長）及び一般役員等
（元専務執行役員）が贈賄容疑で逮捕されたことは、「工事請負契約に係
る指名停止等の措置要領」別表第２第４号イ（贈賄）及び「地方整備局（港
湾空港関係）所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」別表
第２第４号イ（贈賄）に該当するため。
　従って、本件については、指名停止３ヵ月を適用する。



１． 指名停止措置業者名　： 株式会社大広
     代表者及び住所 大阪府大阪市北区中之島２－２－７

代表取締役　落合　寛司

２．指名停止措置期間　： 令和4年10月28日から令和4年11月27日まで（１ヵ月）

３．指名停止措置の範囲　： 近畿地方整備局管内

４．事実概要　：

５．指名停止措置理由　：

 

○問い合わせ先

国土交通省近畿地方整備局

総務部契約課　   　ＴＥＬ : ０６－６９４２－１１４１

契約課長　　　　山腰　祐司 （内線　２５１１）

建設専門官　　 濱口　哲至 （内線　２５１２）

指名停止措置の概要

　株式会社大広の一般役員等（執行役員）は、令和元年９月～令和４年２
月にかけて、令和３年東京オリンピック・パラリンピック競技大会における
大会スポンサーの契約業務などを担当する販売協力代理店に選定され
るよう、当時の大会組織委員会理事らに組織委員会のマーケティング専
任代理店側に対する働きかけを依頼し、その謝礼として約６００万円を渡
したとして、令和４年９月２７日、贈賄容疑で東京地方検察庁特別捜査部
に逮捕された。

（贈賄）
４　次のイ又はロに掲げる者が当該地方整備局の所管する区域外の他
の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕
を経ないで公訴を提起されたとき。
イ 代表役員等
ロ 一般役員等

＜工事請負契約に係る指名停止等の措置要領　別表第２＞

　株式会社大広の一般役員等（執行役員）が贈賄容疑で逮捕されたこと
は、「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」別表第２第４号ロ（贈
賄）及び「地方整備局（港湾空港関係）所掌の工事請負契約に係る指名
停止等の措置要領」別表第２第４号ロ（贈賄）に該当するため。
　従って、本件については、指名停止１ヵ月を適用する。
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